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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
都
市
計
画
課
）　
　

一

告

示

〇
平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
九
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く�

　

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
）
の
一
部
改
正�

（
県
政
情
報
・
文
書
課
）　
　

四

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
）　
　

四

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効�

（
薬　

務　

課
）　
　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧�

（
農
村
振
興
課
）　
　

四

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
及
び
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧�
（
水
産
業
振
興
課
）　
　

四

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧�
（
都
市
計
画
課
）　
　

五

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

収
用
委
員
会

〇
県
道
石
巻
鮎
川
線
給
分
浜
４
号
事
件
公
示
送
達�
　
　

五

規

則

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
号

　
　
　

�

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２�　

前
項
の
届
出
書
の
う
ち
、
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
第
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
広

告
物
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
係
る
も
の
に
は
、
第
九
条
の
二
第
三
項
各
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す

る
書
面
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

様
式
第
一
号
中

「

申
請
者

：住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話

　
　
　
　
氏
名
又
は
名
称

���� 施
工
者

：住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話

　
　
　
　
氏
名
又
は
名
称

　
　
　
　
登
録
番
号　
　
宮
城
県
屋
外
広
告
業
登
録
第　
　
　
号

����
」

を

「

申
請
者

：住
所

（〒　
　
　
－　
　
　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話

　
　
　
　
氏
名
又
は
名
称

���� 施
工
者

：住
所

（〒　
　
　
－　
　
　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話

　
　
　
　
氏
名
又
は
名
称

　
　
　
　
登
録
番
号　
　
宮
城
県
屋
外
広
告
業
登
録
第　
　
　
号

����
」

に
、

「

管　
　
　
理　
　
　
者

（定
ま
つ
て
い
る
場
合

に
記
入
す
る
こ
と

。）

」
を
「

管　
　
　
理　
　
　
者

（規
則
で
定
め
る
広
告

物
等
の
場
合
，
設
置
は

不
要
で
す

。）

」
に
、

「（住
所

）

　
　
　
　
　
　
　

（電
話

）」
を
「（住

所

）〒　
　
　
－　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

決
裁
欄
所
長

副
所
長
・
次
長

班
長

副
班
長

班
員

」
を

「

決
裁
欄

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
二
号
中

「

決
裁
欄
所　
長

副
所
長
・
次
長

班　
長

副
班
長

班
員

」
を

「

決
裁
欄

」
に
改
め

る
。
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様
式
第
三
号
中
「形

状
，
意
匠
，
色
彩
，
大
き
さ

」
を
「意

匠
，
色
彩

」
に
、

「

決
裁
欄
所　
長

副
所
長
・
次
長

班　
長

副
班
長

班
員

」
を

「

決
裁
欄

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
九
号
中

「

新
た
な
管
理
者

（表
示

者
又
は
設
置
者

）

住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話

氏
名
又
は
名
称

※
以
下
は
管
理
者
の
場
合
に
記
入

資
格
等
の
名
称
等

□
屋
外
広
告
士
�

□
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

□
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
所
持
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�□
１
級
又
は
２
級
広
告
美
術
仕
上
げ
技
能
士

□
職
業
訓
練
修
了
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�
□
一
級
又
は
二
級
建
築
士
か
つ
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

□
第
一
種
又
は
第
二
種
電
気
工
事
士
�

□
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
者

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

資
格
番
号

を

従
前
の
管
理
者

（表
示

者
又
は
設
置
者

）

住
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話

氏
名
又
は
名
称

※
以
下
は
管
理
者
の
場
合
に
記
入

資
格
等
の
名
称
等

□
屋
外
広
告
士
�

□
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

□
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
所
持
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�□
１
級
又
は
２
級
広
告
美
術
仕
上
げ
技
能
士

□
職
業
訓
練
修
了
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�
□
一
級
又
は
二
級
建
築
士
か
つ
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

□
第
一
種
又
は
第
二
種
電
気
工
事
士　
�

□
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
者

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

資
格
番
号

」
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「

新
た
な
管
理
者

（表
示

者
又
は
設
置
者

）

住
所

（〒　
　
　
－　
　
　
　

）

氏
名
又
は
名
称

※
以
下
は
管
理
者
の
場
合
に
記
入

資
格
等
の
名
称
等

□
屋
外
広
告
士
�

□
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

（電
柱
類
広
告
に
限
る

）

□
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
所
持
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�□
１
級
又
は
２
級
広
告
美
術
仕
上
げ
技
能
士

□
職
業
訓
練
修
了
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�
□
一
級
又
は
二
級
建
築
士
か
つ
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

□
第
一
種
又
は
第
二
種
電
気
工
事
士

（電
柱
類
広
告
に
限
る

）�□
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
者

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

に
、

従
前
の
管
理
者

（表
示

者
又
は
設
置
者

）

住
所

（〒　
　
　
－　
　
　
　

）

氏
名
又
は
名
称

※
以
下
は
管
理
者
の
場
合
に
記
入

資
格
等
の
名
称
等

□
屋
外
広
告
士
�

□
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

（電
柱
類
広
告
に
限
る

）

□
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
所
持
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�□
１
級
又
は
２
級
広
告
美
術
仕
上
げ
技
能
士

□
職
業
訓
練
修
了
者

（広
告
美
術
科
に
係
る
も
の

）�
□
一
級
又
は
二
級
建
築
士
か
つ
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

□
第
一
種
又
は
第
二
種
電
気
工
事
士

（電
柱
類
広
告
に
限
る

）�□
そ
の
他
知
事
が
指
定
す
る
者

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」

「資
格
番
号
は
上
欄
に
掲
げ
る
資
格
等
に
つ
い
て
付
与
さ
れ
て
い
る
登
録
番
号
等
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。」
を
「資

格
を
有
す
る
管
理
者
の
場
合
，
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
中

「

決
裁
欄
所
長

副
所
長
・
次
長

班
長

副
班
長

班
員

」
を

「

決
裁
欄

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
十
一
号
中

「

決
裁
欄
所
長

副
所
長
・
次
長

班
長

副
班
長

班
員

」
を

「

決
裁
欄

」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
八
号

　

平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
九
十
九
号
（
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
個
人
情
報
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
宮
城
県
登
録
販
売
者
試
験
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

公
募
委
員
選
考

得
点
及
び
順
位

選
考
結
果
を
通
知
し
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
月
間

保
健
福
祉
部
国
保
医
療

課

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
十
九
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

み
や
ぎ
県
南
中
核
病
院

大
河
原
町
字
西
三
十
八
番
地
一

令
和
三
年
二
月
一
日

令
和
六
年
一
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
。
以
下「
条
例
」と
い
う
。）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

�　

化
学
名　

（
八
Ｒ
）－

一－

（
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ル
）－

Ｎ
，
Ｎ－

ジ
エ
チ
ル－

六
―
メ
チ
ル－

九
，

十－

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン－

八
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
：
１
ｃ
Ｐ－

Ｌ
Ｓ
Ｄ
）

二　

失
効
の
理
由

　
　

当
該
知
事
指
定
薬
物
が
、
条
例
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
日　

　
　

令
和
三
年
二
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
一
号

　

県
営
多
賀
城
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
八
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知

事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

多
賀
城
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
二
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

加　

入　

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

縦　

覧　

場　

所

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

仙
台
循
環
器
病
セ
ン
タ

ー

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
一
丁
目
六

－

十
二

平
成
二
十
九
年
七
月
十

二
日

平
成
三
十
二
年
七
月
十

一
日



（5）　令和３年２月２日　火曜日 第176号宮　　城　　県　　公　　報

石
巻
市
雄
勝
町
立
浜
字
天
神
三

十
八
番
地
九

�

末
永　

陽
市

石
巻
市
雄
勝
町
小
島
字
和
田
七

の
十
四

�
佐
藤　

一　

雄
勝
町
雄
勝

湾
加
入
区

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

雄
勝
町
雄
勝
湾
支
所

宮
城
県
石
巻
市
雄
勝
町

雄
勝
字
下
雄
勝
十
二
の

三
十
六

〇
宮
城
県
告
示
第
七
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

市
街
化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

名
取
市　

�

閖
上
七
丁
目
の
一
部
、
閖
上
字
鍋
沼
、
同
字
佛
文
寺
、
同
字
新
町
頭
、
同
字
大
塚
、
同
字
新
大
塚
、

同
字
庚
申
塚
、
同
字
胡
桃
、
同
字
新
狐
島
、
同
字
五
十
刈
及
び
同
字
東
場
の
各
一
部
、
小
塚
原
字
西

中
塚
の
一
部
、
閖
上
一
丁
目
地
先
の
河
川
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　

美
田
園
北
の
全
部

　
　
　

富
谷
市　

富
谷
仏
所
、
富
谷
北
沢
、
富
谷
南
沢
及
び
富
谷
日
渡
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　

�　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
名
取
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
）、
富
谷
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画

課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
二
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

黒
川
郡
大
郷
町
川
内
字
南
清
水
前
三
番
四
、
八
番
四
、

九
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

富
谷
市
明
石
台
一
丁
目
三
十
六
番
地
の
九

�

株
式
会
社
泉
エ
キ
ス
プ
レ
ス　
　

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
５
号

　
県
道
石
巻
鮎
川
線
給
分
浜
４
号
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
66条

第
３
項
の
規

定
に
よ
り
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
，
そ
の
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
　
令
和
３
年
２
月
２
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
送
達
す
べ
き
書
類

　
　
令
和
３
年
１
月
27日
付
け
宮
収
号
外
通
知
文

　
　
令
和
２
年
12月
18日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

２
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
阿
部
　
仁
　
　
　
宮
城
県
石
巻
市
大
原
浜
中
沢
12番
地

　
　
佐
々
木
　
俊
子
　
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
橋
浦
字
大
須
88番
地
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
し
う
ら


